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令和６年３月末現在

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

建設業対策

（ 上 段 は 計 画 値 ）

死亡災害

業種別労働災害防止

7 7 7 7 7

16
9 人

基準から 15％
以上減少

7, 540 7, 460 7, 400

（ 上 段 は 計 画 値 ） 8, 002

死 傷 災 害
7, 792 人

基準から５ ％
以上減少

7, 700 7, 620

死 亡 災 害
30 人 20人以下

28 26

（ 上 段 は 計 画 値 ） 42

24 22 20

2026年度 2027年度

初年度 ２ 年目 ３ 年目 ４ 年目

2024年度 2025年度

最終年基準 目標

2022年度 2023年度

重 点 対 策 の 目 標 設 定 (抜粋)

神奈川労働局・各労働基準監督署

29

第14次労働災害防止計画（神奈川計画）推進状況
神奈川労働局 令和６年（2024年）３月末現在

計画期間 2023（令和５）年度から2027（令和９）年度まで

計画の全体目標

・2027年までに、神奈川県内の労働災害による死亡者数を20人以下とする。

・2027年までに、神奈川県内の労働災害による死傷者数を、2022年と比較して５％以上減少

する。

【2022（比較基準年）：死亡者数30人、死傷者数7,792人】

【2027年（最終目標：死亡者数20人以下、死傷者数7,400人】

次の重点事項ごとに、

〇 事業者による取組状況等に関する「アウトプット指標」と、取組により期待される結

果に関する「アウトカム指標」を定め、実施状況を確認しつつ計画を推進します。

〇 各重点事項については、事業者が労働者の協力を得て、一体的に取り組むことが重要

です。

・自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

・労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

・高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

・多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害 防止対策の推進

・業種別の労働災害防止対策の推進

・労働者の健康確保対策の推進

・化学物質等による健康障害防止対策の推進

14次防取組み状
況についてのア
ンケートにご協
力をお願いいた
します。

14次防アンケートアドレス h�ps://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/dai14jibou
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署　　　名 管轄区域 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

横浜南労働基準監督署
横浜市（中区、南区、磯子
区、港南区、金沢区）

231-0003
横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎9階

安全衛生課
045-211-7375

鶴見労働基準監督署
横浜市（鶴見区(扇島（川崎
南管轄)を除く）)

230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-6-18
安全衛生担当
045-279-5486

川崎南労働基準監督署
川崎市（川崎区、幸区）、横
浜市鶴見区扇島

210-0012 川崎市川崎区宮前町8-2
安全衛生課
044-244-1273

川崎北労働基準監督署
川崎市（中原区、宮前区、高
津区、多摩区、麻生区）

213-0001 川崎市高津区溝口1-21-9
安全衛生課
044-382-3191

横須賀労働基準監督署
横須賀市、三浦市、逗子市、
葉山町

238-0005
横須賀市新港町1－8
横須賀地方合同庁舎5階

046-823-0858

横浜北労働基準監督署
横浜市（西区、神奈川区、港北
区、緑区、青葉区、都筑区）

222-0033
横浜市港北区新横浜2-4-1
日本生命新横浜ビル3･4階

安全衛生課
045-474-1252

平塚労働基準監督署
平塚市、伊勢原市、秦野市、
大磯町、二宮町

254-0041
平塚市浅間町10-22
平塚地方合同庁舎3階

監督課･安全衛生課

0463-43-8615

藤沢労働基準監督署
藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、
寒川町

251-0054
藤沢市朝日町5-12
藤沢労働総合庁舎3階

安全衛生課
0466-97-6748

小田原労働基準監督署
小田原市、南足柄市、足柄上
郡、足柄下郡

250-0011
小田原市栄町1-1-15
ミナカ小田原９階

監督課･安全衛生課

0465-22-7151

厚木労働基準監督署
厚木市、海老名市、大和市、座
間市、綾瀬市、愛甲郡

243-0018
厚木市中町3-2-6
厚木Ｔビル5Ｆ

安全衛生課
046-401-1960

相模原労働基準監督署
相模原市
（旧津久井郡を含む）

252-0236
相模原市中央区富士見6-10-10
相模原地方合同庁舎4階

安全衛生課
042-861-8631

横浜西労働基準監督署
横浜市（戸塚区、栄区、泉区、
旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区）

240-8612
横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7
保土ヶ谷駅ビル4階

安全衛生課
045-287-0274

労働基準監督署一覧

神奈川労働局労働基準部 安全課
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階

電話045（211）7352

誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や注文者のほか、労働者等

の関係者が、安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯に取り組むことが重要である。また、消費

者・サービス利用者においても、事業者が行う安全衛生対策の必要性や、事業者から提供されるサービスの

料金に安全衛生対策に要する経費が含まれることへの理解が求められる。

これらの安全衛生対策は、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ社会も見据え、また、ＤＸ（デジタルトラン

スフォーメーション）の進展も踏まえ、労働者の理解・協力を得ながら、プライバシー等の配慮やその有用

性を評価しつつ、ウェアラブル端末、ＶＲ（バーチャル・リアリティ）やＡＩ等の活用を図る等、就業形態

の変化はもとより、価値観の多様化に対応するものでなければならない。

また、労働者の安全衛生対策は事業者の責務であることが前提であるが、さらに「費用としての人件費か

ら、資産としての人的投資」への変革の促進が掲げられ、事業者の経営戦略の観点からもその重要性が増し

てきており、労働者の安全衛生対策が人材確保の観点からもプラスになることが知られ始めている。こうし

た中で、労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成し、安全と健康

の確保の更なる促進を図ることが望まれる。

さらに、とりわけ中小事業者等も含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方に

おいても、労働者の安全と健康が確保されることを前提として、多様な形態で働く一人一人が潜在力を十分

に発揮できる社会を実現しなければならない。

労働災害防止計画が目指す社会



建設業「見える化」の推進

「見える化」とは職場にひそむ危険などを目に見える形にして、
効果的に災害防止を推進する取組です。「見える化」することによ
り、労働者の安全意識が高まり、安全活動の活性化の効果が期待で
きます。




